
JP 2018-152285 A 2018.9.27

10

(57)【要約】
【課題】蓄電池の劣化の進行を抑制することができる電
池パックを提供することである。
【解決手段】実施形態の蓄電池パックは、蓄電池と、第
１開閉器と、電流検出部と、制御部とを持つ。蓄電池パ
ックは、蓄電池と、第１開閉器と、電流検出部と、制御
部を筐体内に収容する。第１開閉器は、前記蓄電池と、
外部端子との間に接続される。電流検出部は、少なくと
も前記蓄電池に充電される電流を検出する。制御部は、
前記第１開閉器を導通状態に制御することで前記蓄電池
を充電させる制御部であって、前記蓄電池を充電させる
際に前記電流検出部により検出された充電電流が第１閾
値以下である場合に、前記第１開閉器を遮断状態に制御
して前記蓄電池に流れる電流を遮断する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蓄電池と、
　前記蓄電池と外部端子との間に接続される第１開閉器と、
　少なくとも前記蓄電池が充電される電流を検出する電流検出部と、
　前記第１開閉器を導通状態に制御することで前記蓄電池を充電させる制御部であって、
前記蓄電池を充電させる際に前記電流検出部により検出された充電電流が第１閾値以下で
ある場合に、前記第１開閉器を遮断状態に制御して前記蓄電池に流れる電流を遮断する制
御部と、
　を筐体内に収容した蓄電池パック。
【請求項２】
　前記蓄電池は、鉛蓄電池よりも単位時間当たりの充電効率または放電効率が高い蓄電池
である、
　請求項１記載の蓄電池パック。
【請求項３】
　前記蓄電池の電圧を検出する電圧検出部を更に備え、
　前記制御部は、前記電流検出部により検出された充電電流が第１閾値以下であり、且つ
前記電圧検出部により検出された電圧が第２閾値以上である場合に、前記第１開閉器を遮
断状態に制御する、
　請求項１または請求項２に記載の蓄電池パック。
【請求項４】
　前記蓄電池の充電容量を推定する推定部を更に備え、
　前記制御部は、前記電流検出部により検出された充電電流が第１閾値以下であり、且つ
前記推定部により推定された充電容量が第３閾値以上である場合に、前記第１開閉器を遮
断状態に制御する、
　請求項１または請求項２に記載の蓄電池パック。
【請求項５】
　前記蓄電池の電圧を検出する電圧検出部と、
　前記蓄電池の充電容量を推定する推定部と、を更に備え、
　前記制御部は、前記電流検出部により検出された充電電流が第１閾値以下であり、前記
電圧検出部により検出された電圧が第２閾値以上であり、且つ前記推定部により推定され
た充電容量が第３閾値以上である場合に、前記第１開閉器を遮断状態に制御する、
　請求項１または請求項２に記載の蓄電池パック。
【請求項６】
　前記蓄電池と、外部端子との間に接続される第２開閉器を更に備え、
　前記制御部は、前記第１開閉器を遮断状態に制御して前記蓄電池の充電を禁止し、前記
第２開閉器を導通状態に制御して前記蓄電池の放電を許容する、
　請求項１から５のうちいずれか１項に記載の蓄電池パック。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、蓄電池パックに関する。
【背景技術】
【０００２】
　蓄電池の充電の制御において、蓄電池の劣化を抑制するために、蓄電池が高温である場
合に充電を禁止したり、蓄電池が所定以上の電圧に到達した場合に充電を禁止したりする
手法が開示されている。しかしながら、従来の手法では、蓄電池の劣化が進行する一因で
ある、微弱電流による蓄電池の充電（例えばトリクル充電）については考慮されていない
。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１６－１０１９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、蓄電池の劣化の進行を抑制することができる電池パ
ックを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態の蓄電池パックは、蓄電池と、第１開閉器と、電流検出部と、制御部とを持つ
。蓄電池パックは、蓄電池と、第１開閉器と、電流検出部と、制御部を筐体内に収容する
。第１開閉器は、前記蓄電池と、外部端子との間に接続される。電流検出部は、少なくと
も前記蓄電池に充電される電流を検出する。制御部は、前記第１開閉器を導通状態に制御
することで前記蓄電池を充電させる制御部であって、前記蓄電池を充電させる際に前記電
流検出部により検出された充電電流が第１閾値以下である場合に、前記第１開閉器を遮断
状態に制御して前記蓄電池に流れる電流を遮断する。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】蓄電池パック１０の構成と使用環境を示す図。
【図２】充放電制御部６４により実行される微小電流の遮断処理の流れを示すフローチャ
ート。
【図３】本実施形態の蓄電池パック１０と比較例の蓄電池パックの容量の時間的な変化を
比較した実験結果を示す図。
【図４】第２の実施形態の充放電制御部６４により実行される処理の流れを示すフローチ
ャート。
【図５】第３の実施形態の充放電制御部６４により実行される処理の流れを示すフローチ
ャート。
【図６】第４の実施形態の充放電制御部６４により実行される処理の流れを示すフローチ
ャート。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、実施形態の蓄電池パックを、図面を参照して説明する。
【０００８】
　（第１の実施形態）
　図１は、蓄電池パック１０の構成と使用環境を示す図である。蓄電池パック１０は、例
えば、充電部８０と、負荷部９０とに接続される。蓄電池パック１０は、充電部８０から
電流が供給されることによって充電し、負荷部９０に電力を供給する。蓄電池パック１０
は、例えば、蓄電池１２と、内部電圧検出部１４と、電流検出部１６と、第１開閉回路２
０と、第２開閉回路３０と、プリチャージ回路４０と、外部電圧検出部５０と、正極端子
５２と、負極端子５４と、制御部６０とを筐体１１内に収容している。正極端子５２は、
「外部端子」の一例である。
【０００９】
　蓄電池１２は、例えば、リチウムイオン電池や、ナトリウムイオン電池などの、鉛蓄電
池よりも単位時間当たりの充電効率または放電効率が高い蓄電池の二次電池である。蓄電
池１２は、例えば、直列および／または並列に接続された複数の電池セルを含んでもよい
。蓄電池１２の一方端は、第１開閉回路２０に接続され、他方端は、負極端子５４に接続
されている。
【００１０】
　内部電圧検出部１４は、蓄電池１２の電圧を検出する。内部電圧検出部１４は、検出し



(4) JP 2018-152285 A 2018.9.27

10

20

30

40

50

た電圧を示す信号を制御部６０に出力する。
【００１１】
　電流検出部１６は、蓄電池１２が充放電する電流を検出する。電流検出部１６は、検出
した電流を示す信号を制御部６０に出力する。
【００１２】
　第１開閉回路２０は、例えば、互いに並列に接続された、第１開閉器２２と、第１ダイ
オード２４とを備える。第１開閉器２２は、例えば、ＦＥＴ（Field Effect Transistor
）である。また、第１開閉器２２は、電力用のリレー回路であってもよい。第１開閉器２
２は、一端側が蓄電池１２に接続され、他端側が第２開閉回路３０に接続されている。第
１開閉器２２は、制御部６０の制御によって、導通状態または遮断状態に切替えられる。
第１開閉器２２が導通状態である場合、蓄電池パック１０に接続された装置から供給され
た電力が蓄電池１２に蓄電される。第１開閉器２２が遮断状態となると、充電電流が遮断
される。
【００１３】
　ダイオード２４は、第１開閉器２２と並列に接続され、且つ一方端が蓄電池１２に接続
され、他方端が第２開閉回路３０に接続される。ダイオード２４が、蓄電池１２から供給
される電流を第２開閉回路３０側に許容することで、蓄電池１２の電力は負荷部９０に供
給される。
【００１４】
　第２開閉回路３０は、例えば、互いに並列に接続された、第２開閉器３２と、第２ダイ
オード３４とを備える。第２開閉器３２は、例えば、ＦＥＴである。また、第２開閉器３
２は、電力用のリレー回路であってもよい。第２開閉器３２は、一端側が第１開閉回路２
０に接続され、他端側が正極端子５２に接続されている。第２開閉器３２は、制御部６０
の制御によって、導通状態または遮断状態に切替えられる。第２開閉器３２が導通状態で
ある場合、蓄電池パック１０から出力された電力が正極端子５２に接続された装置に供給
される。
【００１５】
　ダイオード３４は、第２開閉器３２と並列に接続され、且つ一方端が第１開閉回路２０
に接続され、他方端が正極端子５２に接続される。ダイオード３４が、蓄電池パック１０
に接続された装置から供給された電流を第１開閉回路２０側に許容することで、蓄電池１
２に電力が蓄電される。従って、第１開閉器２２が遮断状態であり、且つ後述する第２開
閉器３２が遮断状態である場合、蓄電池パック１０に接続された装置と電池パック１０と
の間は遮断される。
【００１６】
　プリチャージ回路４０は、例えば、第１プリチャージ回路Ｃ１～Ｃ３を備える。第１プ
リチャージ回路Ｃ１は、例えば、第１プリチャージ開閉器４２と、第１プリチャージ抵抗
４３とを備える。第１プリチャージ開閉器４２は、一端側が第１プリチャージ抵抗４３に
接続され、他端側が第１開閉回路２０と第２開閉回路３０との間に接続されている。第１
プリチャージ抵抗４３は、一端側が電流検出部１６と第１開閉回路２０との間に接続され
、他端側が第１プリチャージ開閉器４２に接続されている。第１プリチャージ回路Ｃ１～
Ｃ３は、互いに並列に接続されている。
【００１７】
　第２プリチャージ回路Ｃ２は、例えば、第２プリチャージ開閉器４４と、第２プリチャ
ージ抵抗４５とを備える。第２プリチャージ開閉器４４と、第２プリチャージ抵抗４５と
は、第１プリチャージ回路Ｃ１の第１プリチャージ開閉器４２、および第１プリチャージ
抵抗４３と同様に接続されている。第３プリチャージ回路Ｃ３は、例えば、第３プリチャ
ージ開閉器４６と、第３プリチャージ抵抗４７とを備える。第３プリチャージ開閉器４６
と、第３プリチャージ抵抗４７とは、第１プリチャージ回路Ｃ１の第１プリチャージ開閉
器４２、および第１プリチャージ抵抗４３と同様に接続されている。
【００１８】
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　ここで、第１プリチャージ抵抗４３の抵抗値は「Ｒｐ１」であり、第２プリチャージ抵
抗４５の抵抗値は「Ｒｐ２」であり、第３プリチャージ抵抗４７の抵抗値は「Ｒｐ３」で
ある。抵抗値は、例えば、Ｒｐ１＞Ｒｐ２＞Ｒｐ３の関係を有する。また、以下、第１プ
リチャージ開閉器４２、第２プリチャージ開閉器４４、および第３プリチャージ開閉器４
６を区別しない場合は、単に「プリチャージ開閉器」と称する。
【００１９】
　なお、プリチャージ開閉器（４２、４４、４６）の他端側は、第２開閉回路３０と正極
端子５２との間に接続されてもよい。
【００２０】
　外部電圧検出部５０は、正極端子５２と負極端子５４との間の電圧を検出する。外部電
圧検出部５０は、検出したで電圧値を示す信号を制御部６０に出力する。正極端子５２お
よび負極端子５４は、例えば、車両に搭載された電気機器などの外部装置に接続された電
力線を接続可能なコネクタを含んでよい。
【００２１】
　充電部８０は、蓄電池１２に電流を供給して蓄電池１２に電力を充電させる回路である
。負荷部９０は、蓄電池１２から供給された電力によって動作する電装機器を含む。負荷
部９０は、例えば、車両に搭載される補機を含む。
【００２２】
　制御部６０は、例えば、ＳＯＣ推定部６２と、充放電制御部６４と、記憶部６６を含む
。ＳＯＣ推定部６２と充放電制御部６４とのうち、一方または双方は、ＣＰＵ（Central 
Processing Unit）等のプロセッサがプログラムを実行することにより実現されてよい。
また、ＳＯＣ推定部６２と充放電制御部６４とのうち、一方または双方は、ＬＳＩ（Larg
e Scale Integration）、ＡＳＩＣ（Application Specific Integrated Circuit）、ＦＰ
ＧＡ（Field-Programmable Gate Array）等のハードウェアによって実現され、ＳＯＣ推
定部６２と充放電制御部６４とのうち、一方または双方の機能を実現するための回路構成
を有してもよい。また、ＳＯＣ推定部６２と充放電制御部６４とのうち、一方または双方
は、ソフトウェアとハードウェアの協働によって実現されてもよい。
【００２３】
　記憶部６６は、例えば、ＲＯＭ（Read Only Memory）、フラッシュメモリ、ＳＤカード
等の不揮発性の記憶媒体と、ＲＡＭ（Random Access Memory）、レジスタ等の揮発性の記
憶媒体とによって実現される。記憶部６６は、プロセッサが実行するプログラムや、予め
実験などにより取得された、蓄電池１２の内部抵抗や、充電特性、放電特性を示す情報が
記憶されている。蓄電池１２の充電特性とは、例えば、充電時の蓄電池１２の電圧と、電
池容量に対する充電の割合（ＳＯＣ；State of Charge）との関係であり、蓄電池１２の
放電特性とは、例えば、放電時の蓄電池１２の電圧と、放電容量との関係である。また、
記憶部６６には、内部電圧検出部１４、電流検出部１６、または外部電圧検出部５０の検
出結果が記憶される。
【００２４】
　ＳＯＣ推定部６２は、例えば、記憶部６６に記憶された蓄電池１２の内部抵抗や、充電
特性、放電特性を示す情報と、内部電圧検出部１４の検出結果とを用いて、蓄電池１２の
充電容量を推定する。
【００２５】
　充放電制御部６４は、第１開閉器２２を導通状態に制御することで、蓄電池１２を充電
させる。充放電制御部６４は、充電時に、電流検出部１６により検出された充電電流が第
１閾値以下である場合に、第１開閉器２２を遮断状態に制御して蓄電池１２に流れる電流
を遮断する。
【００２６】
　また、充放電制御部６４は、蓄電池１２を充電部８０に接続するのが適切か否かを判断
するために、以下の制御および演算を行う。充放電制御部６４は、第１プリチャージ開閉
器４２、４４、および４６を順番に導通状態に制御して、内部電圧検出部１４の検出結果
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（以下、内部電圧Ｖ１）、外部電圧検出部５０の検出結果（外部電圧Ｖ２）、電流検出部
１６の検出結果（以下、電流Ｉ）を取得する。
【００２７】
　以下の説明において、プリチャージ回路Ｃ１を導通状態にしたときの内部電圧を内部電
圧Ｖ１－１、外部電圧を外部電圧Ｖ２－１、および蓄電池１２に流れる充電電流を充電電
流Ｉ－１とする。また、ハイフン以下の数字が「２」は、プリチャージ回路Ｃ２を導通状
態にしたとき内部電圧（Ｖ１－２）、外部電圧（Ｖ２－２）、および充電電流（Ｉ－２）
を示し、ハイフン以下の数字が「３」は、プリチャージ回路Ｃ３を導通状態にしたとき内
部電圧（Ｖ１－３）、外部電圧（Ｖ２－３）、および充電電流（Ｖ１－３）を示すものと
する。
【００２８】
　そして、充放電制御部６４は、および後述する処理に基づいて、充電部８０が出力する
電圧（以下、充電部電圧Ｖｘ）、充電部８０の抵抗値（以下、充電部抵抗値Ｒｘ１）、ま
たは負荷部９０の抵抗値（以下、負荷部抵抗値Ｒｘ２）を導出する。更に、充放電制御部
６４は、プリチャージ開閉器（４２、４４、４６）が遮断状態であり、且つ第１開閉器２
２が導通状態である場合の最大の電流Ｉｍａｘを推定する。
【００２９】
　充放電制御部６４は、順にプリチャージ開閉器を遮断状態にすることにより取得した内
部電圧Ｖ１－１～Ｖ１－３、外部電圧Ｖ２－１～Ｖ２－３、および電流Ｉ－１～Ｉ－３に
基づいて、下記の式（１）～（３）を解いて、未知数である、充電部８０の電圧値Ｖｘ、
充電部抵抗値Ｒｘ１、および負荷部抵抗値Ｒｘ２を導出する。
　Ｉ－１＝（Ｖ２－１－Ｖｘ）／Ｒｘ１＋Ｖ２－１／Ｒｘ２・・・（１）
　Ｉ－２＝（Ｖ２－２－Ｖｘ）／Ｒｘ１＋Ｖ２－２／Ｒｘ２・・・（２）
　Ｉ－３＝（Ｖ２－３－Ｖｘ）／Ｒｘ１＋Ｖ２－３／Ｒｘ２・・・（３）
【００３０】
　次に、充放電制御部６４は、導出された電圧値Ｖｘ、充電部抵抗値Ｒｘ１、および負荷
部抵抗値Ｒｘ２を下記の式（４）に代入して、プリチャージ開閉器（４２、４４、および
４６）が遮断状態であり、且つ第１開閉器２２が導通状態である場合の外部電圧Ｖ＃を導
出する。「Ｅ１」は、蓄電池１２の電圧である。「Ｒ＃」は、蓄電池１２の内部抵抗値で
ある。
　（Ｅ１－Ｖ＃）／Ｒ＃＝（Ｖ＃－Ｖｘ）／Ｒｘ１＋Ｖ＃／Ｒｘ２・・・（４）
【００３１】
　更に、充放電制御部６４は、下記の式（５）を解いて、プリチャージ開閉器（３８、４
０、および４２）が遮断状態であり、且つ第１開閉器２２が導通状態である場合の最大の
電流Ｉｍａｘを導出する。
　Ｉｍａｘ＝（Ｖ＃－Ｖｘ）／Ｒｘ１＋Ｖ＃／Ｒｘ２・・・（５）
【００３２】
　充放電制御部６４は、導出した電流Ｉｍａｘが、蓄電池パック１０の回路（が有する開
閉器）が許容する許容電流値以下であるか否かを判定する。許容電流値以下でない場合は
、充放電制御部６４は、蓄電池パック１０と充電部８０との電圧差を解消するために、第
１開閉器２２、第２開閉器３２、第１プリチャージ開閉器４２、および第２プリチャージ
開閉器４４を遮断状態、且つ第３プリチャージ開閉器４６を導通状態に制御し、電圧差が
解消するまで待機する。
【００３３】
　許容電流値以下である場合は、充放電制御部６４は、プリチャージ開閉器（４２、４４
、および４６）を遮断状態、且つ第１開閉器２２（或いは第１開閉器２２および第２開閉
器３２）を遮断状態に制御する。これにより、蓄電池１２が充電される。
【００３４】
　このように、充放電制御部６４は、許容電流値を超える充電電流が蓄電池１２に流れる
ことを制限し、許容電流値以下の充電電流が蓄電池１２に流れることを許容する。
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【００３５】
　［微弱電流の遮断処理］
　また、充放電制御部６４は、充電電流が第１閾値以下である場合（微弱電流である場合
）、第１開閉器２２を遮断状態に制御し、蓄電池１２に微弱電流が流れることを抑制する
。図２は、充放電制御部６４により実行される、微小電流の遮断処理を含む処理の流れを
示すフローチャートである。まず、充放電制御部６４は、例えば、上記の手法により電流
Ｉｍａｘを導出し（ステップＳ１００）、導出した電流Ｉｍａｘが許容値以下であるか否
かを判定する（ステップＳ１０２）。
【００３６】
　電流が許容値以下でない場合、本フローチャートの１ルーチンの処理は終了する。電流
Ｉｍａｘが許容値以下である場合、充放電制御部６４は、第１開閉器２２、および第２開
閉器３２を導通状態に制御する（ステップＳ１０４）。
【００３７】
　次に、充放電制御部６４は、電流検出部１６に検出された充電電流が第１閾値以下であ
るか否かを判定する（ステップＳ１０６）。充電電流が第１閾値以下でない場合、本フロ
ーチャートの１ルーチンの処理は終了する。充電電流が第１閾値以下である場合、充放電
制御部６４は、第１開閉器２２を遮断状態、且つ第２開閉器３２を導通状態に制御する（
ステップＳ１０８）。これにより、蓄電池１２の充電は禁止され、蓄電池１２からの放電
は許容される。なお、蓄電池１２が微弱電流を放電する場合、微弱電流を充電する場合に
比して蓄電池１２の劣化の進行に影響しない。これにより本フローチャートの１ルーチン
の処理は終了する。
【００３８】
　また、充電電流が第１閾値以下である状態が所定時間（例えば数十分～１時間程度）経
過した場合に、充放電制御部６４は、第１開閉器２２を遮断状態、且つ第２開閉器３２を
導通状態に制御してもよい。制御が機敏に行われると、蓄電池パック１０の各部に影響を
及ぼすためである。
【００３９】
　上述したように、電流検出部１６に検出された充電電流が第１閾値以下である場合に第
１開閉器２２が遮断状態に制御されることにより、蓄電池１２に充電される電流が遮断さ
れ、蓄電池の劣化の進行が抑制される。
【００４０】
　図３は、本実施形態の蓄電池パック１０と比較例の蓄電池パックの容量の時間的な変化
を比較した実験結果を示す図である。実施形態の蓄電池パック１０は、満充電後に微弱電
流を遮断する処理を行ったものであり、比較例の蓄電池パック１０は、満充電後に微弱電
流を遮断する処理を行わなかったものである。図３の縦軸は、回復放電容量（［％］）を
示し、横軸は時間（日）を示している。測定の対象とした蓄電池は、同じ仕様のリチウム
イオン電池である。温度条件はリチウムイオン電池の劣化が促進されやすい７０［℃］と
した。図中、実線は、本実施形態の蓄電池パック１０の測定値を示し、破線は、比較例の
蓄電池パックの測定値を示している。また、実線および破線の測定値は、本実施形態の蓄
電池１２および比較例の蓄電池の再充電後に、ＳＯＣが１００％に到達した際の容量（回
復放電容量）を示している。回復放電容量とは、劣化が生じていない場合におけるＳＯＣ
が１００％の場合の容量に対する、現在の容量の比率である。
【００４１】
　図示するように、比較例の蓄電池パックの回復放電容量は、時間の経過と共に大きく低
下するが、本実施形態の蓄電池パック１０の回復放電容量は、比較例の蓄電池パックの回
復放電容量に比して低下が抑制されている。より具体的には、「比較例の蓄電池パックの
測定値」に着目すると、微弱電流による充電によってリチウムイオン電池の電解液の分解
が促進されることによって（詳細は後述）、回復放電容量は、５６日が経過すると、初期
の回復放電容量の７０％となる。これに対して、「本実施形態の蓄電池パック１０の測定
値」に着目すると、微弱電流による充電を禁止した場合は、回復放電容量は、５６日が経
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過しても、初期の回復放電容量の９３％に留まる。
【００４２】
　また、「比較例の蓄電池パックの測定値」および「本実施形態の蓄電池パック１０の測
定値」において、回復放電容量が８０％になる日数は、それぞれ「４８．７日」および「
８１．３日」と見積もることができ、微弱電流に対する対策を行ったリチウムイオン電池
の寿命は、微弱電流に対する対策を行っていないリチウムイオン電池の寿命の１．６７倍
の寿命となる。このように微弱電流に対する対策が行われることによって、蓄電池の劣化
の進行を効果的に抑制することができる。
【００４３】
　例えば、リチウムイオン電池などの蓄電池は、例えば、微弱電流による充電（トリクル
充電）がされると、急激に蓄電池の劣化が進行する場合がある。トリクル充電とは、例え
ば、蓄電池を電気機器から切り離し、電気機器を外部の電源装置で稼働させ、電源装置が
微弱電流を蓄電池に流して満充電状態を維持することである。この場合、外部の電源装置
が、充電電流が大きくなると電圧を下げたり、充電電流を用いてフィードバック制御を行
ったりすることにより微弱電流を維持する。
【００４４】
　特に、蓄電池１２の充電率が高い状態や満充電時において、これらの状態を維持するた
めに微弱電流により充電がされると、以下の理由により蓄電池の劣化が進行しやすい。例
えば、満充電時などでは、リチウムイオン電池の内部の電解液が活性化され、活性化され
た状態において、微弱電流によりエネルギーが供給されると、電解液の分解を伴って、リ
チウムイオン移動度が低下するなどの副作用が発生するためである。このような、副作用
によって蓄電池の電池容量の低下や内部抵抗の上昇といった蓄電池の劣化が進行すること
がある。
【００４５】
　上記のような劣化の進行を抑制するために、例えば、フロート充電が行われる場合があ
る。フロート充電は、電池パックに接続された充電部が、蓄電池が満充電になった場合に
、蓄電池に電流を流さずに、バイパス回路を用いて電流を負荷等に流し、電圧のみを蓄電
池に印加した状態にすることで、蓄電池を満充電の状態に維持する充電方式である。
【００４６】
　しかしながら、車両等に搭載された充電部は、蓄電池の充電率が高い場合（またはほぼ
満充電である場合）に蓄電池が電池パックの外部負荷に電流を供給している状態では、蓄
電池は蓄電池を満充電にするために、フロート充電を実施している場合でも、トリクル充
電と同様に蓄電池側に微弱電流を流すことにより、蓄電池への充電を継続する場合がある
。
【００４７】
　これに対して、本実施形態では、電流検出部１６により検出された電流が第１閾値以下
である場合に第１開閉器２２を遮断状態に制御して蓄電池１２に充電される電流を遮断す
ることで、蓄電池の劣化の進行を抑制することができる。特に、本実施形態では、蓄電池
１２が満充電である場合に、供給される微弱電流が遮断されることで、蓄電池の劣化の進
行が更に効果的に抑制される。
【００４８】
　ところで、車両に搭載される蓄電池として鉛蓄電池が搭載されていることがあるが、車
両内において、通信機器やサーバ装置などの電装品を使用する場合、鉛蓄電池では、動作
時間が短かったり、充電時間が長かったりする場合がある。また、動作時間を長くしたり
、充電時間を短くしたりするために充放電容量の大きい鉛蓄電池を用いると、蓄電池の寸
法が大きくなり、車両内のスペースが大きく占領されてしまう。そこで、鉛蓄電池を搭載
している車両において、鉛蓄電池に代えて、充放電容量の大きいリチウムイオン電池を搭
載する場合がある。
【００４９】
　このような場合、車両側で蓄電池の充電の制御を実行するためのプログラムを変更する
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には、車両をディーラー店に持ち込んでアップデートを実施してもらう等の動作が必要と
なり、煩雑である。このため、鉛蓄電池を充電させることを前提としたプログラムが実行
されて、リチウムイオン電池の充電が行われる可能性がある。鉛蓄電池を充電させること
を前提としたプログラムとは、鉛蓄電池に大きな電流が流れると、水素が発生したり、熱
が発生したりするため、微弱電流を蓄電池に供給したり、段階的に蓄電池に供給する電流
を大きくしていく処理を実行させるものである。
【００５０】
　具体的には、蓄電池を充電させることを前提としたプログラムが実行されると、例えば
、車両は１０ｍＡから１Ａまで電流を段階的に高めながらリチウムイオン電池に電流を供
給する。この場合、蓄電池に１００ｍＡ以下の微弱電流が流れている期間は、リチウムイ
オン電池の劣化が進行しやすい。更に、鉛蓄電池は、放電が進行した状態で放置すると、
サルフェーションと呼ばれる現象によって性能が著しく低下することがある。これを防ぐ
ためにトリクル充電が行われる。しかしながら、リチウムイオン電池にとってトリクル充
電などの微弱電流による充電は、劣化を進行させる一因である。このように、鉛蓄電池用
の制御プログラムを残しながらリチウムイオン電池を適用した場合、不都合が生じる。
【００５１】
　そこで、本実施形態の充放電制御部６４は、車両側において蓄電池を充電させることを
前提としたプログラムが実行される場合であっても、微弱電流が蓄電池に供給されること
を遮断する。この結果、蓄電池の劣化の進行が抑制される。
【００５２】
　なお、上記の蓄電池パック１０は、一例として車両に搭載されるものとして説明したが
、これに限られず、スマートフォンやパーソナルコンピュータなどの電子機器、または無
停電電源装置（ＵＰＳ）などの電気機器に搭載されてもよい。
【００５３】
　以上説明した第１の実施形態によれば、充放電制御部６４が、電流検出部１６により第
１閾値以下の電流が検出された場合に、第１開閉器２２を遮断状態に制御して蓄電池１２
に流れる電流を遮断することにより、蓄電池の劣化の進行を抑制することができる。
【００５４】
　（第２の実施形態）
　以下、第２の実施形態について説明する。第２の実施形態では、充放電制御部６４は、
電流検出部１６により第１閾値以下の電流が検出され、且つ内部電圧検出部１４により検
出された電圧が第２閾値以上である場合に、第１開閉器２２を遮断状態に制御する。以下
、第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【００５５】
　図４は、第２の実施形態の充放電制御部６４により実行される処理の流れを示すフロー
チャートである。図４のフローチャートのステップＳ２００～Ｓ２０６は、図２のフロー
チャートのステップＳ１００～Ｓ１０６の処理と同様の処理であるため説明を省略する。
【００５６】
　ステップＳ２０６で受電電流が第１閾値以下である場合、充放電制御部６４は、内部電
圧検出部１４により検出された電圧が第２閾値以上であるか否かを判定する（ステップＳ
２０８）。内部電圧検出部１４により検出された電圧が第２閾値以上でない場合、本フロ
ーチャートの１ルーチンの処理は終了する。
【００５７】
　内部電圧検出部１４により検出された電圧が第２閾値以上である場合、充放電制御部６
４は、第１開閉器２２を遮断状態、且つ第２開閉器３２を導通状態に制御する（ステップ
Ｓ２１０）。これにより本フローチャートの１ルーチンの処理は終了する。
【００５８】
　これにより、充電電流が第１閾値以下であっても、電圧が第２閾値未満である場合には
、蓄電池１２の充電が許容される。例えば、バックアップ電源のように、ＳＯＣが低い状
態で微弱電流による充電が禁止されて必要なＳＯＣが確保されない場合を避けたいことが
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ある。本実施形態の充放電制御部６４は、電圧が第２閾値未満であれば、微弱電流による
充電を許容するため、必要なＳＯＣが確保する場合には好適である。なお、一般的に微弱
電流による充電によって回復放電容量が低下するのは、蓄電池の電解液中の物質の活性度
が高い高電圧時（第２閾値以上の電圧時）である。
【００５９】
　以上説明した第２の実施形態によれば、充放電制御部６４は、第１の実施形態の効果を
奏すると共に、蓄電池の劣化に対する影響度が小さい場合は充電を行うことができる。
【００６０】
　（第３の実施形態）
　以下、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態では、充放電制御部６４は、
電流検出部１６により検出された充電電流が第１閾値以下であり、且つ推定部６２により
推定された充電容量が第３閾値以上であると推定された場合に、第１開閉器２２を遮断状
態に制御する。以下、第１の実施形態との相違点を中心に説明する。
【００６１】
　図５は、第３の実施形態の充放電制御部６４により実行される処理の流れを示すフロー
チャートである。図５のフローチャートのステップＳ３００～Ｓ３０４は、図２のフロー
チャートのステップＳ１００～Ｓ１０４の処理と同様の処理であるため説明を省略する。
【００６２】
　ステップＳ３０４の処理の後、充放電制御部６４は、推定部６２により推定された充電
容量が第３閾値以上であると推定されたか否かを判定する（ステップＳ３０６）。推定部
６２により推定された充電容量が第３閾値以上でない場合、本フローチャートの１ルーチ
ンの処理は終了する。
【００６３】
　推定部６２により推定された充電容量が第３閾値以上である場合、充放電制御部６４は
、電流検出部１６に検出された充電電流が第１閾値以下であるか否かを判定する（ステッ
プＳ３０８）。充電電流が第１閾値以下でない場合、本フローチャートの１ルーチンの処
理は終了する。充電電流が第１閾値以下である場合、充放電制御部６４は、第１開閉器２
２を遮断状態、且つ第２開閉器３２を導通状態に制御する（ステップＳ３１０）。これに
より本フローチャートの１ルーチンの処理は終了する。
【００６４】
　これにより、充電容量が第３閾値以上の場合に、電流が第１閾値以下か否かが判定され
ることにより、特に微弱電流が生じやすい充電容量と推定される場合に、蓄電池の劣化の
進行が抑制される。
【００６５】
　なお、充放電制御部６４は、推定部６２により推定された充電容量に基づいて、第１閾
値を変更してもよい。例えば、充放電制御部６４は、推定部６２により推定された充電容
量が所定値以上である場合は第１閾値を維持し、推定部６２により推定された充電容量が
所定値未満である場合は第１閾値を第１閾値よりも小さい閾値に変更する。これにより、
微弱電流の影響を受けやすい蓄電池の充電容量が比較的に高い場合には、より微弱電流を
遮断する傾向となり、充電容量が高い場合に比して微弱電流の影響を受けにくい蓄電池の
充電容量が比較的に低い場合には、より微弱電流を遮断しない傾向となり、充電容量に応
じた制御が実現される。
【００６６】
　以上説明した第３の実施形態によれば、充放電制御部６４は、充電電流が第１閾値以下
であり、且つ充電容量が第３閾値以上である場合に、第１開閉器２２を遮断状態に制御す
ることにより、第１の実施形態の効果を奏すると共に、蓄電池の劣化の進行について比較
的に影響が小さい状態では、微弱電流による充電を行うことができる。
【００６７】
　（第４の実施形態）
　以下、第３の実施形態について説明する。第３の実施形態では、充放電制御部６４は、
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電流検出部１６により第１閾値以下の電流が検出され、内部電圧検出部１４により第２閾
値以上の電圧が検出され、且つ推定部６２により第３閾値以上の充電容量が推定された場
合に、第１開閉器２２を遮断状態に制御する。以下、第１の実施形態との相違点を中心に
説明する。
【００６８】
　図６は、第４の実施形態の充放電制御部６４により実行される処理の流れを示すフロー
チャートである。図６のフローチャートのステップＳ４００～Ｓ４０４は、図２のフロー
チャートのステップＳ１００～Ｓ１０４の処理と同様の処理であるため説明を省略する。
【００６９】
　ステップＳ４０４の処理の後、充放電制御部６４は、推定部６２により推定された充電
容量が第３閾値以上であるか否かを判定する（ステップＳ４０６）。推定部６２により推
定された充電容量が第３閾値以上でない場合、本フローチャートの１ルーチンの処理は終
了する。
【００７０】
　推定部６２により推定された充電容量が第３閾値以上である場合、充放電制御部６４は
、電流検出部１６に検出された充電電流が第１閾値以下であるか否かを判定する（ステッ
プＳ４０８）。充電電流が第１閾値以下でない場合、本フローチャートの１ルーチンの処
理は終了する。充電電流が第１閾値以下である場合、充放電制御部６４は、内部電圧検出
部１４により検出された電圧が第２閾値以上であるか否かを判定する（ステップＳ４１０
）。内部電圧検出部１４により検出された電圧が第２閾値以上でない場合、本フローチャ
ートの１ルーチンの処理は終了する。
【００７１】
　内部電圧検出部１４により検出された電圧が第２閾値以上である場合、充放電制御部６
４は、第１開閉器２２を遮断状態、且つ第２開閉器３２を導通状態に制御する（ステップ
Ｓ４１２）。これにより本フローチャートの１ルーチンの処理は終了する。
【００７２】
　このように、充放電制御部６４は、蓄電池１２の充電容量、微弱電流の有無、および内
部電圧検出部１４により検出された電圧に基づいて、微弱電流を遮断する否かを判定する
ため、微弱電流を遮断すると共に、蓄電池１２の状態をより反映させた制御を実現するこ
とができる。
【００７３】
　以上説明した第３の実施形態によれば、充放電制御部６４は、充電電流が第１閾値以下
であり、電圧が第２閾値以上であり、且つ充電容量が第３閾値以上である場合に、第１開
閉器２２を遮断状態に制御することにより、第１の実施形態の効果を奏すると共に、蓄電
池１２の状態に応じて微弱電流をより適切に遮断することができる。
【００７４】
　以上説明した少なくともひとつの実施形態によれば、蓄電池１２と、蓄電池１２と正極
端子５２との間に接続される第１開閉器２２と、少なくとも蓄電池１２が充電される電流
を検出する電流検出部１６と、第１開閉器２２を導通状態に制御することで蓄電池１２を
充電させる充放電制御部６４であって、蓄電池１２を充電させる際に電流検出部１６によ
り検出された充電電流が第１閾値以下である場合に、第１開閉器２２を遮断状態に制御し
て蓄電池１２に流れる電流を遮断する充放電制御部６４を持つことにより、蓄電池の劣化
の進行を抑制することができる。
【００７５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
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【符号の説明】
【００７６】
１０…蓄電池パック、１１…筐体、１２…蓄電池、１４…内部電圧検出部、１６…電流検
出部、２２…第１開閉器、３２…第２開閉器、５２…正極端子、６２…ＳＯＣ推定部、６
４…充放電制御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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